
令和８年度ムーブメントＰＲ業務委託プロポーザル審査要領 

 

 

令和８年度ムーブメントＰＲ業務仕様書に関するプロポーザル方式の審査に関する事項を定め

る。  

 

１ 審査の対象となる事業者  

審査は、次の各号をすべて満たす事業者を対象に行う。  

（１）別途定める「ムーブメントＰＲ業務プロポーザル実施要領」（以下、「実施要領」という。）

に規定する資格要件を満たす参加者  

（２）実施要領に規定する期限内に、必要な書類のすべてを提出した参加者  

（３）実施要領により、適正に書類を作成した参加者  

 

２ 審査の項目および点数  

総合点数は１００点とし、審査項目と審査項目ごとの配点は次のとおり。  

（１）業務全般に関する取組方針（１０点） 

（２）企画提案の内容（４５点） 

（３）実施体制、スケジュール（２０点） 

（４）類似業務の受託実績性（５点） 

（５）見積価格（１０点） 

（６）社会政策推進への配慮（５点） 

（７）県内事業者（５点） 

 

３ 審査会の構成員 

このプロポーザルにおける審査会は、滋賀県総合企画部 CO₂ネットゼロ推進課および関係課

の３名で構成する。 

 

４ 審査会の開催 

参加者から提出された企画提案書に基づきプレゼンテーションを行う審査会を開催する。  

（１）日時 

令和８年４月２８日（火）午前中を予定 

 （２）開催方法 

    オンライン（Zoomを使用）で実施予定 

（３）プレゼンテーション 

① プレゼンテーションの時間は、１者１５分以内とする。 

② プレゼンテーション資料については、原則として企画提案書とする。 

 （企画提案書のレイアウトを変更した資料の使用は可とする。）  

③ 各者のプレゼンテーション終了後、審査委員からの質疑の時間を設ける。  

 

５ 審査の方法  

（１）審査委員会では、参加者から提出された企画提案書と、審査委員会におけるプレゼンテ

ーションに対する審査を行う。  

（２）各審査委員は、プレゼンテーションと質疑の終了後、別記「審査項目」に基づいて審査

を行う。  

（３）見積額が予定価格の範囲内である者のうち、各審査員による評価の総合点が最も高い企

画提案書の提出者を契約予定者として選定する。ただし、総合点において満点の６割未満

の場合は、契約予定者としない。 

 

６ 企画提案の採否 

企画提案の採否（審査結果）は、各参加者あて書面により通知する。 

 


